
暴風警報時における登校・避難のし方 

 

１．名古屋市に暴風警報が発令されたときの登校 

（１） 午前６時までに警報が解除されたときは、平常通り登校する。 

（２） 午前６時から午前１１時までの間に警報が解除されたときは

午後の授業を行う。その場合は、午後１時までに登校すること。 

（３） 午前１１時を過ぎても警報解除にならないときは、その日の 

授業は行わないから登校しなくてもよい。 

（４） 登校途中で警報が出たことを知ったときは、すぐ帰宅する。 

（５） 休日・授業中に警報が出たときは、登校してはいけない。 

 

２．授業中に警報が発令されて避難する場合 

（１） 避難の指示があったら、先生の指示に従って冷静に行動する。 

（２） 教室の戸締りを厳重にして用具をしまう。 

（３） 指示をよく聞いて、順序よく避難する。 

（４） 校舎および家の軒下付近を通るときは、危険防止のため 

カバンなどを頭の上にのせて保護する。 


